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請負者

測量等業務に係る業務成績評定の通知及び不服申立の流れ

完了検査合否の決定

業務成績評定の決定

完了検査結果の通知

完了検査結果の業務成績評定
に対する説明の請求

説明請求
に対する回答

不服申立

回答に不服の場合

新たな業務成績評定の通知

通知内容に疑問
がある場合

鳥取県測量等業務検査要綱第８条

鳥取県測量等業務成績評定要綱第５条

鳥取県測量等業務検査要綱第10条

鳥取県測量等業務成績評定要綱第６条第２項

測量等業務に係る業務成績評定に対する不服申立要綱第３条第1項

測量等業務に係る業務成績評定に対する不服申立要綱第４条

不服申立に
理由がある場合

○完了検査の結果について（通知）
＜様式第5号＞

○項目別評定点の写し
＜測量等業務成績評定要綱様式第1号＞

○完了検査の結果について（照会）

○完了検査の結果説明について（回答）

○業務成績評定説明書

○不服申立書
＜別記様式＞

◆通知の受取日の翌日より起算して１４日（休日を含む）以内

◆回答の受取日の翌日より起算して１０日（休日を除く）以内

◆原則として不服申立の受取日の翌日より起算して１月以内

鳥取県測量等業務成績評定要綱第６条第３項

◆説明請求の受取日より起算して７日以内


